
  

自家用車活用事業について国土交通省が指定する、タクシーが不足する

地域、時期及び時間帯並びに不足車両数について（自治体申出分） 
 

令和７年６月２０日現在 

中  部  運  輸  局 

 

【地域※１、時期及び時間帯並びに不足車両数※２】 

 別紙のとおり 

 

※１ タクシーの供給力不足の状況が確認されている旨の申し出があった自治体が

属する営業区域。 

※２ 自治体から申出のあった不足車両数。 

 
【参考】交通圏等一覧 
 

営 業 区 域 区        域 係数※ 
伊勢・志摩交通圏 伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡 1.13 

福井交通圏 
福井市、鯖江市、あわら市、坂井市、吉田郡、丹生郡越
前町（ただし、平成１７年２月１日に合併された旧朝日
町の区域に限る。） 

1.14 

敦賀交通圏 
敦賀市、三方郡、三方上中郡（若狭町（ただし、平成１
７年３月３１日に合併された旧三方郡三方町の区域に
限る。）） 

1.13 

武生交通圏 
越前市、今立郡、南条郡、丹生郡（越前町（ただし、平
成１７年２月１日に合併された旧宮崎村、越前町、織田
町の区域に限る。）） 

1.13 

 

※自家用車活用事業に係る事前確定運賃を算出するための係数。 



別紙
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※繁忙期に限る
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2台 ５台（11月～2月）・３台（３～10月）
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福井交通圏
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